
宍粟市生涯学習センター  学遊館 使用料金表 (2023.4.1～) 

 
区   分 

使   用   料 (別途消費税必要) 収容人員等 

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～17時 13時～22時 9時～22時 面積 収容人員 

研    

 

修 

 

棟 

研 修 室 3,637 円 3,637 円 3,637 円 7,274 円 7,274 円 10,911 円 198㎡ 200人 

会 議 室 １ 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 0 円 31㎡ 貸出中止中 

会議室 2（ＰＣ室） 637 円 637 円 637 円 1,274 円 1,274 円 1,911 円 45㎡ 14人 

調 理 室 1,364 円 1,364 円 1,364 円 2,728 円 2,728 円 4,092 円 49㎡ 調理台 4台 

和 室 １ （ 6 畳 ） 637 円 637 円 637 円 1,274 円 1,274 円 1,911 円 6畳  

和 室 ２ （10 畳） 637 円 637 円 637 円 1,274 円 1,274 円 1,911 円 10畳  

和 室 ３  （12.5畳） 637 円 637 円 637 円 1,274 円 1,274 円 1,911 円 12.5畳  

茶 室 637 円 637 円 637 円 1,274 円 1,274 円 1,911 円 4.5畳  

実

習

棟 

陶 芸 室 

カ マ ド 室 

■ 大人高校生以上  909円／人・日  小人 182円／人・日 

高齢者60歳以上  364円／人・日 （半日使用半額） 

■ 電動機械使用料  182円／半日  ■ 窯 4,546円／回  ■ 電動ロクロ 182円／半日 

※ 15人以上の団体の場合は、使用料の合計額に0.8を乗じて得た額 

※ 会議室として利用する場合は、909円／半日 

132㎡ 40人 

木 工 室 88㎡ 40人 

宿

泊

棟 

宿泊に使用する場合 
■ 1人1泊につき大人909円（高校生を含む） 

■ 1人1泊につき小人455円（中学生以下） 
 最大 80人 

宿泊以外の目的に宿泊棟

ホールを使用する場合 
3,182 円 3,182 円 3,182 円 6,364 円 6,364 円 9,546 円  40人 

ア イ ビ ー ド ー ム 728 円 728 円 728 円 1,456 円 1,456 円 2,184 円 1,200㎡  

ゆ う ゆ う 広 場 455 円 455 円 455 円 910 円 910 円 1,365 円   

付 属 設 備 裏面をご覧ください 

【 備 考 】 

１ 研修室を分割して 1室使用する場合は、研修室使用料の半額とする。 
２ 冷暖房を使用するときは、使用料の 3 割を別途徴収する。 
３ 木工室における電動機械の使用は 20時までとする。 
４ 陶芸室、カマド室及び木工室の人・日とは 9 時から 17 時又は 13 時から 22時までをいう。ただし終日利用（9時から 22時まで）の場合は、 

当該使用料の 5 割増の額とする。 
５ 宿泊棟ホールを宿泊者が利用するときは、当該使用料は無料とする。 
６ 1 泊とは、16時から翌日の 10時までの利用をいう。 



宍粟市生涯学習センター  学遊館 付属設備 
 

区  分 使用料 備   考 

洗濯機 200 円 消費税18円込み。コインランドリー １回につき ２台 

乾燥機 100 円 消費税９円込み。コインランドリー １回につき １台 

マウンテンバイク 182 円 １回・１台につき（午前９時から午後５時までの間の利用をいう） 大（10）・中（30）・小（10） 

天体望遠鏡 182 円 １回・１台につき（午後５時から翌日午前９時までの間の利用をいう） ５台 

リネン費 228 円 リネン費の１回とは、シーツ等交換                                                                                                                                                                                                                             

 
※ 洗濯機､乾燥機以外は別途消費税が必要です。 

 

 
                              
    


